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第１ 総則  
 

１ 趣旨 

本仕様書は、京都市水垂排水処理施設に係る電力の供給における契約に基づく仕様書であ

る。 

 

２ 用語の定義 

この仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号による。 

（１）この仕様書において、需要施設とは、当該契約における電力供給場所である、京都

市水垂排水処理施設をいう。 

（２）供給者とは、当該契約における需要施設への電力の供給を行う者をいい、本市と電

力供給契約を締結する、電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定義される小売電気事業者

をいう。 

（３）託送者とは、供給者が当該契約の需要施設に電力を供給するための、供給者と需要

施設の間の電線路（送電線、配電線、変電所など）を維持、及び運用する電気事業法

第 2 条第 1 項第 9 号に定義される、当該施設を自らの供給区域内とする一般送配電事

業者をいう。 

（４）電力会社とは、供給者及び託送者の両者をいう。 

（５）電気主任技術者とは、電気事業法第 43 条に基づき選任された主任技術者をいい、当

該契約における需要施設の電気工作物に対して経済産業省中部近畿産業保安監督部長

に届出されている電気主任技術者をいう。 

（６）監督員とは、京都市契約事務規則第 39 条に規定する職員をいい、この契約において

京都市環境政策局適正処理施設部施設管理課に所属する職員をいう。 

（７）検査員とは、京都市契約事務規則第 46 条に規定する職員をいい、この契約において

京都市環境政策局適正処理施設部施設管理課課長をいう。 

 

第２ 仕様概要等 

 

当該契約における需要施設の概要と供給電力の仕様は次のとおりとする。ただし、文頭に

□や■のある項目については■のものを適用し、□のものは適用しないものとする。 

 

１ 需要施設概要 

（１）  対象建物 

京都市水垂排水処理施設 

（２）  需要場所 

京都市伏見区淀水垂町地内  
（３）  業種及び用途 

埋立地からの浸出水処理施設  
（契約種別：高圧電力 BS）  
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（４）  電気主任技術者 

京都市環境政策局適正処理施設部施設整備課職員 

 

２ 供給電力の仕様 

（１）電気方式、標準電圧、計量電圧、標準周波数、受電方式、設備容量、蓄熱設備、発

熱設備契約受電設備等 

ア 電気方式               交流３相３線式 

イ 標準電圧               ６ｋＶ 

ウ 計量電圧               ６ｋＶ 

エ 標準周波数              ６０Ｈｚ 

オ 受電方式               １回線受電 

カ 設備容量               ２８０ｋＶＡ 

キ 蓄熱設備               なし 

ク 発電設備               なし 

ケ アンシラリーサービス料金対象容量   ０ｋＷ 

（２）契約電力、予定使用電力量 

ア 契約電力 

（ア）契約電力（常時電力）        ４６ｋＷ 

その 1 月の 30 分最大需要電力と前 11 月の 30 分最大需要電力のうち、いずれか

大きい値をその 1 月の契約電力とする。 

（イ）契約電力（予備電力）        ０ｋＷ（なし） 

□ 常時供給設備等の補修又は事故により生じた不足電力の補給にあてるため、

常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で、予備電線路により受電する。 

□ 常時供給設備等の補修又は事故により生じた不足電力の補給にあてるため、

常時供給変電所以外の変電所から同位の電圧で、予備電線路により受電する。 

イ 予定使用電力量             １４０，０００ｋＷｈ 

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの使用量見込み 

（令和 7 年 4 月計量日から令和 8 年４月計量日の前日までの使用量見込み） 

ただし、実際に契約期間中に使用される電力量は、この値を上回り、または下回

ることができるものとする。また、その予定使用状況については次の各電力使用

実績のとおりとする。 

（ア）各月の電力使用実績（最大需要電力、使用電力量）   別紙１のとおり 

（イ）自家発電設備停止時の補給電力使用実績       （なし） 

（３）契約期間 

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日 24 時まで 

（令和 7 年 4 月計量日から令和 8 年 4 月計量日の前日まで） 

（４）需給地点 

需給地点は、需給場所にある本市が所有する気中開閉器電源側接続点（引込）とす

る（直近の関電柱は、ヨドムラ７W５）。  
（５）電気工作物の財産分界点 
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需給地点に同じとする。 

（６）保安上の責任分界点 

需給地点に同じとする。ただし、取引用計量装置は託送者の責任とする。 

（７）計量日及び計量 

ア 各月の計量日は供給者との協議によりあらかじめ定めた日とする。 

イ 計量期間は前月計量日の 0 時から当月計量日の前日の 24 時までとする。 

ウ 計量は供給者が設置する計量装置により記録された値によるものとする。 

エ 計量日を 1 日以外の任意の日に定めた場合、契約期間の期首及び期末の計量及

び計量期間の取り扱いについては協議によりあらかじめ定めることとする。 

（８）電気料金の算定期間 

電気の使用に対する代金（以下「電気料金」という。）の算定期間は、前月の計量日

から当該月の計量日の前日までの期間とする。ただし、計量日を 1 日以外の任意の日

に定めた場合、契約期間の期首から直後の計量日の前日までの期間、また直前の計量

日から契約期間の期末までの期間の取扱いについては協議によりあらかじめ定めるこ

ととする。 

 

３ 一般事項 

（１）注記事項 

ア 供給者は、仕様書に明記の無い場合又は疑いを生じた場合においては、監督者と

協議する。 

イ 供給者は、仕様書によることが困難又は不都合な場合は、監督員と協議する。 

ウ 供給者は、当該契約内容を変更しようとする場合は、監督員と協議のうえ、その

承諾を得る。 

エ 供給者は、本市が締結する別契約の関係業務について監督者の指示により、当該

関係者と協力し業務の円滑な進捗を図る。 

オ 供給者は当該契約に関する業務に伴い、廃材、塵、配線屑等が発生した場合は、

そのすべてを構外に搬出し、関係法令などに従い適切に処理する。 

（２）連絡体制 

供給者は当該契約締結後速やかに次の内容を記した書類を代表者の記名押印の後、

監督員に提出すること。 

ア 緊急時の連絡体制及び作業体制表 

イ 当該契約担当者名、組織図及び連絡先 

ウ 協議窓口の所在地 

（３）報告 

供給者は計量装置の検針結果をその都度、監督員に報告する。また、当該契約にか

かわる不測の事態が発生した場合などについても早急に監督員に報告し、その指示を

受けて調整を行う。 

なお、報告は監督員の承諾を受けた場合を除き、原則として書面にて行う。 

（４）検査 

ア 供給者は、当該契約の内容が完了したときは、検査員の検査を受けなければなら
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ない。 

イ 前項の規定により難い場合は、検査員の指示により、中間検査とすることが出来

る。 

（５）資料の提供 

ア 供給者は、電力の使用及び電気料金に関する資料を監督員から求められた場合は、

速やかに応じなければならない。 

なお、資料の様式及び提出方法については監督員の指示による。 

イ 供給者は、契約期間の終了に伴い契約期間中の月次毎の契約電力、最大需要電力、

使用電力量等を書面で監督員に提出すること。 

なお、様式及び提出方法については監督員の指示による。 

 

４ その他 

（１）設備の状況及び変更等 

当該契約期間中における需要施設の変更等における技術的な協議については、監督

員、電気主任技術者、供給者及び託送者の 4 者によることとし、その決定については

4 者の合意によるものとする。 

（２）負担金等 

供給点変更などに伴う需要施設を除いた託送者設備の工事に係る費用の負担につい

ては、原則として託送者の電気供給約款等に準ずるものとする。また、需要施設の工

事、保守点検作業、不慮の事故等に伴う託送者区分開閉器操作などの電力会社の作業

に係る費用は、すべて供給者の負担とする。 

（３）取引用計量装置 

最大電力及び使用電力量を計量する取引用計量装置（計器用変成器、積算電力量計、

遠隔検針装置などの供給電力の検針に係るすべての設備を含む。）の設置、取替え、移

設、並びに撤去の必要が生じた場合には、その作業及び費用負担は本市の責に帰すべ

き事由による場合を除き原則として供給者が行うものとし、その機器類についての保

安上の責任はすべて供給者とする。ただし、設置場所は需要施設の施設内を無償で貸

与する。また、遠隔検針の通信に係る一切の費用についても、すべて供給者の負担と

する。 

（４）送電の停止 

供給者は、電力会社の都合等により契約期間中にやむを得ず当該施設への送電を一

時停止する必要が生じた場合には、事前に監督員、電気主任技術者と充分な協議を行

い、監督員の承諾を得るものとする。また、電力会社設備の不慮の事故等に伴う当該

需要設備への送電停止の際には、供給者は速やかに監督員、電気主任技術者へその原

因、状況、復旧予定などの関連情報を連絡すること。 

（５）緊急時の対応 

事故等による送電停止などの緊急時には、監督員、電気主任技術者から供給者に確

実に連絡がとれ、現地での復旧作業などの対応が早急に可能な体制を常時設置するこ

と。また、災害等による送電停止時には、前述の体制で監督員、電気主任技術者、託

送者と協議のうえ、復旧作業に協力を行うこと。 
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（６）協議窓口 

当該契約期間中における本市と供給者との契約条件、契約内容変更、需要施設の設

備の変更等に伴う協議窓口は、原則として京都市内とする。ただし、監督員の承諾を

得た場合はこの限りではない。 

 

５ 特記事項等 

（１）使用電力量の増減予定 

当該契約期間内において、当初予定している使用電力量が大幅増減する予定はない。 

（２）計画的な設備改修の予定 

当該契約期間内において、大幅な既存電気設備の変更工事、電力引込の変更を伴う

工事、大規模な仮設電源の供給の計画はない。ただし、災害、緊急性を伴う公共事業、

その他予測不可能な事態が発生した場合はこの限りではない。 

（３）施設の全体停電予定 

自家用電気工作物の年次精密点検のため、毎年 1 回、休業日の 9 時頃から 17 時頃ま

での間、施設全体停電を行う予定である。（託送者区分開閉器の開閉を伴う作業） 
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水垂排水処理

令和5年度　電力使用実績

合計 夏季 その他季

kW kW kWh kWh kWh %

5 4 46 37 9,733 9,733 100

5 5 46 44 15,730 15,730 100

5 6 46 44 16,156 16,156 100

5 7 46 44 14,323 14,323 100

5 8 46 41 13,157 13,157 100

5 9 46 40 11,555 11,555 100

5 10 46 38 11,162 11,162 100

5 11 46 38 9,839 9,839 100

5 12 44 35 9,237 9,237 100

6 1 44 35 8,497 8,497 100

6 2 44 36 7,520 7,520 100

6 3 44 35 10,715 10,715 100

― ― 137,624 39,035 98,589 ―

【特記事項】

・　なし
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水垂排水処理

令和7年度　電力使用計画

合計 夏季 その他季

kW kW kWh kWh kWh %

7 4 46 46 12,000 0 12,000 100

7 5 46 46 16,000 0 16,000 100

7 6 46 46 16,000 0 16,000 100

7 7 46 46 14,000 14,000 0 100

7 8 46 46 13,000 13,000 0 100

7 9 46 46 12,000 12,000 0 100

7 10 46 46 11,000 0 11,000 100

7 11 46 46 10,000 0 10,000 100

7 12 46 46 9,000 0 9,000 100

8 1 46 46 8,000 0 8,000 100

8 2 46 46 8,000 0 8,000 100

8 3 46 46 11,000 0 11,000 100

― ― 140,000 39,000 101,000 ―

【特記事項】

・　なし
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